
 

＠＠＠小野町一般廃棄物最終処分場の変更許可申請に対する決議 

 

株式会社ウィズウェイストジャパンが平成８年に小野町に設置した一般廃棄物

最終処分場小野ウェイストパークは、本市の主要な水道水源である夏井川の上流

域に立地することから、本市議会はこれまで、累次にわたり有害物質の流出に懸

念を示す意見書を可決してきた。 

令和元年８月16日に同社が施設を拡張し、一般廃棄物を再搬入するため福島県

に提出した「一般廃棄物処理施設変更許可申請書」について、本市は県に対し本

年11月29日、24項目46件について意見書を提出した。その主な内容は次のとおり

である。 

１ 新設の土堰堤（最終覆土兼用）は、近年の集中豪雨などを踏まえると、埋め

立てる廃棄物や浸出液の流出を防止することができる設備であるとは言えな

い。 

２ 新設の浸出液調整池（槽）は、近年の集中豪雨などを踏まえると、浸出液処

理施設に流入する浸出液の水量を調整することができる調整池であるとは言え

ない。 

３ 既設の浸出液集排水管は、敷設後20年以上経過し適切な管径が確保されてい

ないことを踏まえると、埋立地の浸出液を適切に集水及び排水できる設備であ

るとは言えない。 

４ 既設の浸出液処理施設は、浸出液を適切に処理する能力を有しておらず、放

流水の水質を排水基準に適合させることができる設備であるとは言えない。 

５ 既設の遮水シートは、敷設後20年以上経過し経年劣化しており、再搬入によ

りさらに荷重が加わることを踏まえると、必要な強度及び耐久力などを有する

ものであるとは言えない。 

６ 夏井川水質への影響の予測評価にあたり、埋立期間中の放流水水質の値によ

る予測評価を行っておらず、予測評価が不十分であると考えられるため、周辺

地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされているとは言えない。 

 施設の老朽化と近年の集中豪雨の頻発化を考えれば、施設の安全性を十分に証

明する計画でなければならないことは論をまたないが、申請書の内容はあまりに

ずさんで、いわき市民の不安を拭うことはできない。そもそも当該処分場は、水

道水源の安全性を確保する観点などから、当初計画していた埋立容量を約３分の

２に縮小した経緯があるほか、これまで搬入された主な廃棄物が関東圏から排出

されたものであることなどを踏まえれば、再搬入計画は決して認めることができ

ない。 

よって本市議会は、次の事項を強く求める。 

 

１ 株式会社ウィズウェイストジャパンは、本市が福島県に提出した「一般廃棄

物処理施設変更許可申請書」への意見書で指摘した24項目46件の意見を真摯に

受け止め、申請を撤回すること。 

２ 福島県、小野町、及び田村広域行政組合は、当該処分場への再搬入計画を容

認することなく、今回の変更許可申請を許可または同意しないこと。 

以上、決議する。 

 

＠＠令和３年12月16日 

 

い わ き 市 議 会＠ 


